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① 認定を受ける。（要介護1～5）

② 居宅介護支援事業所※1に認定を受けたこと、
　 サービスを利用したい旨を相談する。

③ 居宅介護支援契約を事業所と結び
　 ケアプラン※2を作成する。

④ ケアプランに基づいてサービスを受給。
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